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平成21年９月30日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

県民政策部

環境森林部

商工観光労働部

農政水産部

１．農商工連携の取組について

２．他産業からの農業参入について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 外 山 三 博

委 員 野 辺 修 光

委 員 中 野 廣 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

委 員 濵 砂 守

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

県 民 政 策 部 次 長
日 高 勝 弘

（ 政 策 担 当 ）

総 合 政 策 課 長 永 山 英 也

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

環 境 森 林 部 次 長 豊 島 美 敏

（ 総 括 ）

環 境 森 林 部 次 長
黒 木 由 典

（ 技 術 担 当 ）

部参事兼環境森林課長 飯 田 博 美

計 画 指 導 監 水 垂 信 一

山村・木材振興課長 森 房 光

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

農政水産部

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

農 政 水 産 部 次 長
緒 方 哲

（ 総 括 ）

農 政 水 産 部 次 長
原 川 忠 典

（ 農 政 担 当 ）

農 政 水 産 部 次 長
関 屋 朝 裕

（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 土 屋 秀 二

消 費 安 全 企 画 監 小 川 雅 行

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 山 本 慎一郎
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水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

政 策 調 査 課 主 幹 河 野 龍 彦

○満行委員長 景気・雇用対策特別委員会を開

会ます。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は、農商工連携の取り組み等について、関

係する県民政策部、環境森林部、商工観光労働

部及び農政水産部の４部の合同で説明をしてい

ただきたいと考えております。最後に､今後予

定しております県外調査について委員協議をお

願いしたいと思いますが、以上のように取り進

めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

本日、４つの部局に概要説明をお願いいたし

ました趣旨について若干説明させていただきま

たいと思います。

経済・雇用情勢は、依然として厳しい状況で

ありますが、将来の宮崎を見据えた展望を開く

新たな提案も必要と考え、昨年度の特別委員会

を踏まえて、宮崎の強みを生かした連携の部分

を広げていくイメージで、農商工連携の推進及

び新事業の創出を当委員会の調査事項に入れて

いただいたところであります。

お手元の資料１をごらんください。これは、

昨年度の産業活性化・雇用対策特別委員会にお

ける報告書の中の農商工連携に関する部分の写

しです。

まず、農商工連携の定義ですが、21ページ、

中ほどの下線部分をごらんください。「農商工

連携とは」とあり、「農商工連携とは、小さな

技術の連携から、例えば、①農業と商工業、②

農業と企業誘致、③農業と物流、④農業と観光、

⑤農業と国土保全、⑥農業とエネルギー産業、

⑦農業と教育など、産業間の連携までとても幅

広いテーマを含んだものであり、宮崎県の将来

を見据えた大きな課題としてとらえ、県の新た

な産業振興の施策として推進していくべきと考

えます」というふうにされております。つまり、

単なる農産物の加工といった小さな技術と技術

の連携というような農商工連携というよりも、

県当局の視点として、部局間の壁を越える産業

間の連携や、本県が進むべき産業振興の方向性

など考えていくべきではないかということであ

ります。

また、委員会の中では、「10年後の宮崎県の

存亡がかかっている」「本県の置かれている厳

しさを認識し、体制の強化をすべき」などの意

見が出されました。その後の委員会において、

22ページの上段にありますが、知事からも、「本

腰を入れて取り組まないと、本県産業全体の崩

壊につながる」との発言があり、「副知事をトッ

プとし、県民政策部、環境森林部、商工観光労

働部、農政水産部の部長等で構成する『農商工

連携推進会議』を立ち上げ、分野横断的な推進

体制を強化し、その組織での検討結果を､今後、

県の戦略として位置づけたい」との考えが示さ

れ、平成21年２月３日に、「宮崎県農商工連携

推進会議」が設置されております。また、平成20

年12月には、県内外の推進体制として、農林漁

業団体、商工業団体、金融機関、大学及び県当

局で構成される「宮崎県農商工連携推進ネット

ワーク会議」が設置されております。
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23ページをごらんいただきたいと思います

が、最終的には、２次産業・３次産業における

産業振興の形が不明瞭であり、県民にわかりや

すい形での農商工連携を推進するための戦略や

ビジョンの策定を要望しているところでありま

す。

そこで、本日の当委員会におきましては、昨

年度の産業活性化・雇用対策特別委員会におけ

る提言についてのフォローアップという意味も

含めまして、農商工連携の取り組み、特に産業

間の連携をどう図っていくのかを中心に、進行

状況等について説明をいただきたいと思いま

す。委員の皆様には、できますれば、そういっ

た中長期的な視点から活発な御意見をいただき

たいと思います。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時６分休憩

午前10時８分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本日は、県民政策部、環境森林部、商工観光

労働部、農政水産部においでいただきました。

当委員会におきましては、将来の宮崎を見据

えた中長期的な視点からの議論も必要だと考

え、農商工連携の推進及び新事業の創出につい

て調査したいと考えております。

お手元にお配りしています資料１をごらんく

ださい。これは、昨年度の産業活性化・雇用対

策特別委員会における報告書の中の農商工連携

に関する部分の写しです。昨年度は、知事及び

皆様４部合同で行った委員会の中で、部局の壁

を越え、産業間連携を含む農商工連携の必要性、

重要性を確認し、宮崎県農商工連携推進会議を

初めとする推進体制が構築されたと認識してお

ります。本日は、昨年度の産業活性化・雇用対

策特別委員会における提言についてのフォロー

アップ、検証、さらには新産業の創出について

議論したいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 おはようございま

す。商工観光労働部から、まず、本日、御指示

のありました農商工連携の取り組みにつきまし

て御説明をしたいと思います。

農商工連携各施策につきましては、各部また

がっておりますので、まず、施策の全体的な推

進を担当しています商工観光労働部から、本日

お配りしております資料をあけていただきたい

と思いますが、１ページに、Ⅰ 農商工連携の

取り組みについてというのがありますけれど

も、この部分を御説明させていただきたいと思

います。

それでは、資料に沿って御説明いたします。

１ページでございますが、まず、農商工連携

に対する県の基本的な考え方でございます。農

商工連携につきましては､平成20年７月に農商

工等連携促進法という法律が施行されまして、

それ以降、全国的な動きが活発化しております。

農商工連携の考え方を改めて申し上げますと、

１にありますように、農林漁業者と中小企業者

が連携しまして、相互の技術、ノウハウ等の経

営資源を活用して、新商品、新サービスの開発

・販売等の取り組みを推進しまして、地域経済

の活性化を目指すものでございます。御案内の

とおり、本県の農林水産業の生産量は全国トッ

プクラスでございます。他県と比べまして、農

商工連携に対する高いポテンシャルを有してお

ります。このため、県としましては、農商工連

携の仕組みを利用し、各産業を有機的につなげ
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ながら、それぞれの強みを生かしまして本県産

業の振興を図ることとしております。

次に、２の推進体制でございますが、推進体

制の枠組みをそこに表にしております。まず、

表の左側になりますが、県庁内部では、ことし

の１月に、部局横断的な組織としまして、副知

事を会長とし、商工観光労働部長、県民政策部

長、環境森林部長及び農政水産部長を委員とす

る宮崎県農商工連携推進会議を設置しておりま

す。また、その下部組織として、商工観光労働

部次長及び各部の関係課長により構成する幹事

会、その下に、関係課の担当リーダーにより構

成するワーキンググループを設置しているとこ

ろでございます。

それから、表の右側でございますが、県庁外

部の機関との連携を図るために、昨年12月に、

農林漁業団体、商工業団体、金融機関、大学、

県などの26の機関・団体で構成します宮崎県農

商工連携推進ネットワーク会議を設置しており

ます。会長には農協中央会の常務理事に御就任

いただいているところでございます。下部組織

としまして、県を含む22の機関・団体で構成す

る農商工連携支援機関連絡会議を設置しまし

て、実務面からの連携をとっております。

現在、これらの機関を中心に､農商工連携に

関する情報交換あるいは施策の普及ＰＲ、施策

推進に向けての意見交換を行うなど、庁内関係

各部や関係機関・団体との連携を密にしなが

ら、全県的な視点で農商工連携の推進を図って

おります。

２ページをごらんいただきたいと思います。

３の本県における農商工連携の取り組み状況と

課題についてでございます。

まず、（１）の農商工連携による新たなモノ

・サービスづくりでございますが、農林漁業者

と中小企業者が連携しまして、相互の技術、ノ

ウハウ等を活用することで、両者の強みを発揮

した新商品の開発や販路開拓、新技術開発等を

促進しております。その主な事例を大きく３つ

に区分し、下のほうに記載しております。

まず、①の新商品・新サービス開発でござい

ますが、主な事例としまして、県産スイートピー

の未利用部分、花びらでございますけれども、

その未利用部分から抽出した成分でありますポ

リフェノールを使用したリキュールの開発、県

産マンゴーを原料とするマンゴーピューレーを

活用したマンゴー生キャラメルの商品化、干し

大根の新たな用途として、サラダ感覚で食べら

れるドレッシングの商品化、そして、木材乾燥

時の排蒸気から回収した精油等を活用しました

害虫忌避剤やアロマ製品の商品化などを挙げて

おります。いずれも、本県の農林水産物を加工

することで付加価値を高めることに成功した事

例でございます。

次に、表の下のほうでございますけど、②に

販路開拓があります。主な事例としまして、イ

ンターネットを活用した農産物や加工品等の販

売及び受注の拡大があります。農産物直売所を

インターネット上に開設しまして全国に販売し

ている事例でございます。

３ページをごらんいただきたいと思います。

③の新技術開発でございます。主な事例としま

して、繁殖用雌牛が発情時に運動量が多くなる

という習性をとらえまして、万歩計の仕組みを

活用した装置により、発情期を発見するシステ

ムを開発しています。次が、ＩＴを活用し、栽

培環境と生育のデータの数値化や共有化を図る

ことで、経験と勘だけに頼らない生産システム

の開発でございます。これは、あえて言えば農

業の近代化と言えるわけでございますけど、Ｉ
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Ｔ技術を活用して生産拡大に取り組んでいる

と。これら工業技術等を導入することで生産性

向上や新商品開発を実現しまして、農業の活性

化を図っている事例でございます。

次に、農商工連携を推進するに当たっての課

題と対処方針でございます。課題としましては、

まず、①でございますが、農林漁業者と中小企

業者とのマッチングの場の確保がございます。

農商工連携におきましては、このマッチングが

スタートラインとなりますので、今後力を入れ

ていく必要があると考えています。その対処と

しまして、農林漁業者と中小企業者のマッチン

グ会を開催する。マッチングの機会の提供を行

うこととしておりまして、ここに記しておりま

せんが、来年早々には、経済産業省事業の農商

工連携マッチングフェアを宮崎市で開催する予

定としております。農林水産部におきまして

も、11月に、県内の加工製造業者を対象に、地

場産品を活用した加工品開発に関する情報交換

会を開催する予定としております。また、農商

工連携の支援機関であります農業振興公社ある

いは産業支援財団が一体となった相談窓口を整

備し、相談体制の充実を図ることとしておりま

す。

次に、②でございますが、実際に連携し、事

業を展開していくマッチング事業者の育成が必

要でございます。その対処としまして、そこに

掲げておりますけど、中小企業者におきまして

は、技術力向上、創業・新分野進出への支援、

また、農業者においては、認定農業者及び農業

法人の育成を行い、農商工連携を推進するため

の事業者育成に努めていくこととしておりま

す。ここに記しておりませんが、本年９月から

来年１月にかけまして、食品関係事業者あるい

は農業関係者等に御参加いただきまして、農商

工連携の推進のためのリーダーを育成します農

商工連携リーダー塾を実施することとしており

ます。９月からですから、今実施しているとこ

ろでございます。また、農政水産部におきまし

ても、認定農業者に対しまして、担い手育成確

保推進体制強化事業を活用した経営改善支援を

実施しているところでございます。農業法人に

対しましては、農業経営の法人化の推進あるい

は経営体質の強化を図るために、みやざきフロ

ンティア農地再生事業、あるいはみやざき農業

経営力強化支援事業を活用しまして、新規法人

に対する指導、経営規模の拡大、多角化への取

り組み等に対する支援を実施しているところで

ございます。

次に、③の農商工連携関連施策の制度、メリッ

ト等の普及でございます。これにつきましては、

ＰＲイベントあるいはセミナー等を積極的に開

催することとしておりまして、今後実施予定の

主な行事は、下に記載しているとおりでござい

ます。

次に、４ページをお開きいただきたいと思い

ます。（２）産地と食品産業との連携強化につ

いてでございます。

まず、取り組み内容についてでございますが、

食の外部化や国産志向などの消費者ニーズの変

化を受けまして、多様で特徴ある農産物の需要

拡大を図るために、農業と食品産業の連携を強

化しているところでございます。具体的な事例

としましては、そこにありますように、食品関

連企業との連携を図るために、現在、県内外に

立地しております食品加工企業の需要に対応し

た産地づくりを進めているところでございま

す。また、地域資源を生かすための加工食品の

開発及び販路拡大、１次加工業者の育成等を図

ることにしておりまして、具体的には、食品開
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発センターでの技術支援あるいは食品技術研究

会を設けておりまして、その中で会員企業等を

対象にしたセミナー等を開催することにしてお

ります。

次に、資料の中ほどでございますけれども、

課題と対処方針でございます。課題として、ま

ず、①の農業と食品産業との連携を促進する推

進体制の充実強化を挙げております。その対処

としましては、加工商品に係る消費者ニーズの

的確な把握、また、実需者の商品企画情報の一

元化、あるいはそれらの生産組織間の相互共有

などが必要と考えております。現在、東京のア

ンテナショップ新宿宮崎館等でのはがきモニ

ター調査の実施、あるいは物産展、県産品の商

談会の開催を実施しているところでございます

けれども、このような取り組みも今後、ここに

記しましたような課題認識で取り組む必要があ

ると考えております。また、農業振興公社にお

きましては、実需者との情報交換や積極的な情

報発信を行っていまして、新しい業務用品目の

産地化に対する推進窓口が設置されているとこ

ろでございます。

次に、②の実需者ニーズに対応する産地づく

りでございますが、その対処として、安定的で

生産性の高い土地基盤の整備、加工適性を見き

わめた品種選定などが必要と考えております。

農政水産部では、今後、産地育成に向けた生産

・供給体制の強化策の一つとしまして、用途別

特性に適合した品種・規格での多収生産技術の

確立普及を図ることとしているところでござい

ます。

次に、③加工食品の開発の促進と販売拡大で

ございますけど、食品企業等への技術支援及び

研修指導で、農林水産物を活用した機能性食品

の開発を、食品開発センター等を活用し行うこ

とで、付加価値の高い加工食品の開発を促進し

ていきたいと考えております。

次に、５ページをごらんいただきたいと思い

ます。４の農商工連携に対する支援制度でござ

います。

まず、（１）の国の主な支援制度でございま

すけど、①の地域力連携拠点による相談対応支

援でございます。中小企業の経営課題等に対す

る支援機関としまして、全国327カ所に設置さ

れております地域力連携拠点におきまして、農

商工連携につきましても、窓口相談、計画作成

のアドバイス等を実施しております。本県では、

ここに記載しておりますけど、５カ所の地域力

連携拠点において支援を実施しているところで

ございます。

次に、②の農商工等連携促進法に基づく支援

措置でございますけど、これは農林漁業者と中

小企業者による連携体が、新商品開発等の農商

工連携の取り組みにつきまして、国に申請し、

認定を受けた場合、補助金や融資あるいは設備

投資、減税等の支援措置が講じられる制度でご

ざいます。本県は、事業計画認定が２件、支援

計画認定が１件と、現在そういう状況でござい

ます。

次に、③の食料産業クラスター協議会による

事業化支援でございます。各地域の食料産業ク

ラスター協議会が主体となりまして、農商工連

携に取り組む連携体のマッチング支援や人材育

成、国産農林水産物を使った新商品開発や販路

拡大等の取り組みを支援しているところでござ

います。本県では、宮崎県食料産業クラスター

協議会が設置されておりまして、県産農産物等

を活用した新たな加工品の開発及び販路開拓、

商品開発に関する総合的な知見を有するコー

ディネーターの派遣等行っておりまして、支援
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を行っているところでございます。

次に、５ページの下のほう、（２）の県の主

な支援制度でございます。①のみやざき農商工

連携応援ファンド事業でございます。財団法人

宮崎県産業支援財団におきまして、本年３月に

設置しました総額25億2,000万円の基金の運用

益を活用しまして、農林漁業者と中小企業者の

連携体が取り組む新商品開発、販路開拓、新技

術の開発等の取り組みを支援しているところで

ございます。

６ページをごらんいただきますと、今御説明

しましたみやざき農商工連携応援ファンドの公

募状況を記載しているところでございます。第

１回目の公募結果でございますけど、本年６月

に実施しておりまして、表に記載しております

とおり、新商品等開発として５事業、新生産技

術等開発支援事業として１事業、支援機関活動

助成事業として２事業の、計８事業を採択し、

支援を現在行っているところでございます。ま

た、現在、第２回目の公募中でございまして、10

月23日に公募を締め切りまして、その後、選定

を行う予定としております。

７ページをごらんいただきたいと思います。

５の今後の産業振興に向けた展開でございま

す。この分は、本県として、農商工連携の取り

組みを生かしまして、どういう方向性で施策展

開を行うこととしているのか、その考え方をま

とめたものでございます。

（１）でありますが、新産業創出の推進を図

るため、４項目掲げております。まず、①の食

に関する新たなビジネスモデルの創出でござい

ますが、本県の基幹産業であります農業の資源

を生かし、食料生産、食品加工、流通販売の面

で、商工業との連携による食に関する産業の高

付加価値化を推進しますとともに、市場が拡大

しております東アジア地域への輸出促進、及び

それを視野に入れました生産拠点づくりを目指

してまいりたいと考えております。これにつき

ましても、昨年度策定しました東アジア拡大戦

略に基づきまして、長期的な視野に立ちまして

戦略的に今後取り組みを進めていきたいと考え

ております。

次に、②のバイオメディカル産業の創出でご

ざいますが、これにつきましては、昨年３月に

策定しました宮崎県地域産業集積活性化基本計

画に、バイオ関連産業を、産業集積を目指す業

種の一つとして本県は位置づけております。そ

のため、これまで産学官共同研究で進めてきま

した、例えばブルーベリーの葉、これはＣ型肝

炎ウイルスの増殖抑制等の効果があると言われ

ておりますけど、このようなブルーベリーの葉

のように、農林水産物に含まれる機能性成分等

の研究成果の実用化を推進しまして、商品開発

に積極的に取り組みまして、医学と生物工学技

術を融合させた産業でありますバイオメディカ

ル産業の創出を図ることとしております。

次に、③の新エネルギー産業の創出でござい

ます。本県の豊富なバイオマス資源の利用を促

進し、太陽光等の自然エネルギーを含めた新エ

ネルギーに関する技術開発及び産業の集積を図

ることとしております。

次に、④の新たな生産技術による新産業の創

出でございます。天候に左右されない、そして

安定的な生産が可能なため、新たな農業の手法

として注目されております植物工場につきまし

て、本県による事業展開に向けまして、低コス

ト型の生産技術の開発を促進していきたいと考

えております。

次に、（２）でございますが、産業間連携強

化による地域経済の活性化を図るために、４項
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目ここに掲げております。食の安全・安心を背

景とした国産原材料の需要の増加を踏まえまし

て、産地と食品メーカーを結びつける１次加工

業者の育成、農産物の産地づくり、また、産業

の集積を促進しまして、本県の農産物を活用し

た食品産業の振興を図り、本県製造業のさらに

大きな核としたいと考えております。

次に、②の生産効率の改善でございますが、

担い手の高齢化・減少が進んでおります農林業

の生産現場へのＩＴ技術等の工業技術を積極的

に導入しまして、生産効率を高め、安定的な生

産活動の確保、そして生産者の所得向上を図っ

てまいります。①の食品産業の振興とあわせま

して、強い産地づくりを進めていきたいと考え

ております。

次に、③の本県ブランド力の向上でございま

す。特産品の開発あるいは農林漁村の整備、す

ぐれた食材による料理の提供等によりまして、

魅力的な体験・滞在型の観光商品の開発を推進

しますとともに、光センサーで糖度を解析し、

高い品質を証明しておりますみやざき温室光セ

ンサーメロンのような新たな技術等を活用し、

県産品の付加価値化の向上を図りまして、みや

ざきブランドの定番・定着化を進めていくこと

としております。

最後に、④の物流の改善でございますけど、

大消費地から遠隔地にあります本県の地理的な

ハンディに対応するために、冷凍・乾燥等の技

術導入、あるいは共同倉庫利用等による物流効

率化の可能性を調査しまして、物流コスト低減

に向けての取り組みを今後推進したいと考えて

おります。

以上でございますけど、今後とも、県としま

しては、庁内はもとより、関係機関・団体との

連携を密にしながら、農商工連携の推進を図り

まして、本県産業の活性化に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。

商工観光労働部からは以上でございます。

○伊藤農政水産部長 それでは、農政水産部の

ほうから、８ページになりますけれども、他産

業からの農業参入の状況等について御説明をさ

せていただきます。

まず、基本的な取り組みの内容についてであ

ります。他産業からの農業参入につきましては、

今後の本県農業の新たな担い手として、これら

企業の持つ資金、技術、ノウハウ等の経営資源

を活用しまして、産地と連携した農産物の生産

・加工の取り組み、販路の拡大を推進すること

といたしております。

現在の農業への参入状況でございます。地場

企業を中心に、本年１月現在で58の法人が農業

へ参入しておりまして、年々増加傾向にあると

ころでございます。業種別で見ますと、建設業

からの参入が最も多く、全体の45％程度を占め

ております。このうち、農地を利用する農業生

産法人が36法人となっております。それから、

作目別に見ますと、施設野菜、露地野菜を含め

た野菜、あるいは畜産の経営が非常に多くなっ

ております。全体で76％、８割近くを野菜や畜

産が占めておるという状況にございます。さら

に、最近では、大手企業といいますか、コン

ピューターのソフトウエアの会社や大手の量販

店あたりが、本県農業の優位性を評価しまして

参入を検討するような動きが活発化している状

況にございます。

次に、課題と対処方針でございます。まず、

（１）の加速化する企業参入への対応について

でありますけれども、地域の雇用の受け皿とし

て農業の果たす役割が注目されております中
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で、今般の農地法の改正により、企業の農業参

入が緩和されるといったことによりまして、単

なる生産だけではなくて、付加価値の向上や販

路の拡大など、農業の新たな側面を切り開く動

きが加速化するものと考えております。こう

いった企業の農業参入は、多様な担い手の確保、

新しい需要創出、企業との連携による地域再生

の視点から、しっかりと地域に根差した取り組

みとして進めていくことが大切であると考えて

おります。こういったことから、県といたしま

しては、企業の参入に当たりまして、１つは、

本県農業の生産拡大や農業者の所得向上につな

がる取り組みであること。２つ目として、継続

的に本県農業の振興に資すると認められるもの

であること。３つ目として、地域の農業者や農

業法人、ＪＡ等とも連携した地域事業体として

誘導・育成を図る。こういったことを基本とし

て対応してまいりたいと考えております。

次に、９ページになりますけれども、（２）

農業参入によるビジネスモデル構築の推進につ

いてであります。以上申し上げました基本的な

考え方を踏まえまして、地域に根差した取り組

みを具体的に進めるためには、参入企業と本県

の農業法人とが互いにパートナーとなって、そ

れぞれの強みを生かした連携が構築できること

が大変重要となりますので、①にありますよう

に、新規参入支援タイプということで、企業等

が業務提携で間接的に参入するタイプ、あるい

は資本投入、共同事業体などを設立して直接的

に農業に参入するタイプ、②としまして、連携

強化促進タイプということで、企業等が農業者、

地元企業等と連携して、加工・流通・販売等の

事業活動や、農業関連技術の開発等を行う連携

強化タイプ、こういった幾つかのパターンに分

けまして、それぞれの企業等の要望に応じた取

り組みに対しまして、積極的なコーディネート

を行ってまいりたいと考えております。

最後に、支援制度でございますが、６月補正

予算で、宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジ

ネスモデル創出事業をつくったところでござい

ます。この事業は、企業等と農業法人やＪＡ等

との連携強化を促進し、双方が利益を享受でき

るビジネスモデルの創出を図るというものでご

ざいまして、予算額は５億円でございます。具

体的には、企業等の新規参入に伴います機械・

施設の整備、新規雇用に要する経費に対しまし

て助成を行いますとともに、農業参入等を受け

入れるための農地の確保というのが大きな問題

になります。農地の円滑な確保に向けて、地元

の所有者等の活動に対する支援あたりについて

も行うことといたしております。このような取

り組みによりまして、他産業からの農業参入を

契機とした本県農業・農村の活性化に努めてま

いりたいと考えております。

農政水産部からは以上でございます。

○満行委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑等ございましたら、お願いいたし

ます。

○長友委員 今、御説明を聞きまして、さまざ

まな広がりというか可能性も感じられるし、あ

るいはまた不安な部分も感じられるわけです。

宮崎県の条件不利な面もあるし、さまざま歴史

的な背景もあるんでしょうけれども、県民所得

等もなかなか上がらないという状況の中で、産

業構造の転換ということが可能であれば、我々

としては、単純な考え方でいきますと、どちら

かというと、生産性の高い第２次産業、鉱工業

あたりの誘致や新産業の創出をイメージして

おったわけですけれども、農商工連携という話

が出てまいりまして今力を入れてもらってい
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る。本県の一大特徴である農林業をベースにし

て、非常に可能性が感じられるわけです。前に

一回聞いたことがあるかもしれませんけれど

も、皆さん方としては、これを本県の産業の力

としてといいますか、どれくらいのところに目

標を置いてやろうとされているのか、そういう

大まかな部分をまず１点お伺いをしたいと思い

ます。

○渡邊商工観光労働部長 今、生産額ベースで

言いますと、農林水産業が年間4,000億、食品

産業が4,000億、計8,000億でございます。この

２つを合わせますと就業者数が８万前後でござ

います。我々としましては、製造業の中で食品

産業等が占める割合というのは一番高いわけで

ございますが、宮崎県にとりまして、先ほど申

し上げましたように、豊富な農産物があるわけ

でございますので、他県に比べて高いポテン

シャルがあるということでございますから、や

はりこれを伸ばしていかなきゃいけない。融合

型でいろいろ産業を起こしていく新産業の創出

というのはありますが、この農商工連携という

のは、平たく言いますと、食品産業の振興、農

業という側面から言えば生産拡大という一つの

大きな側面、もう一つは新しい産業をつくって

いくという３つの側面があるわけでございま

す。我々としましては、特に食品産業の分では

今4,000億という話を申し上げましたけど、農

商工連携をしまして、これを5,000億、6,000億

ぐらいに伸ばすような目標を設定して今後頑

張っていかなきゃいけないというふうに考えて

おります。それから、農業のほうは、農政水産

部長がおられますけど、農業の生産拡大という

ことを図られていくでしょうし、そのツールと

してこの農商工連携というのをとらえて考えて

いきたいと、我々は思っております。

○長友委員 聞いた話ですけれども、牛肉なん

かにしても相当外国の肉が入ってきているとい

うわけです。だから、和牛生産あたりにしても

もっとやることはできるんだというような話等

伺っております。要するに、我々のこの委員会

としましては、経済の活性化を図っていただい

て雇用というものが広がらない限り、宮崎県民

がしっかり生活できていくことが目的になろう

かと思うので、農商工連携がどこまでその可能

性を開いていくかということは、非常に大事な

視点になろうかと思います。頑張ってもらいた

いと思います。

そこで、宮崎県農商工連携推進ネットワーク

会議というのが昨年の12月25日に開かれて、26

団体の方々が集まられたわけですけれども、そ

こでのこの問題に関する熱意とか雰囲気はどう

だったんだろうかと思います。それをお伺いし

たいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 このネットワーク会

議はことしは７月に１回開催しています。農商

工連携という一つの大きな国の法制度の枠組み

の中で今動いているわけでございますけど、そ

の中で一番議論になりましたのはマッチングの

問題なんです。生産業者と商工業者が一緒に連

携体を組んでやる事業でございますので、なか

なかマッチングがうまくいかない。マッチング

をするためにどういう取り組みをしたらいいの

かというのが、ネットワーク会議の中で一番議

論された課題でございます。先ほどちょっと御

説明しましたけれども、実は県の事業では農商

工ファンド事業をやっています。具体的にマッ

チングした事業でございます。国も同じく、

ちょっとハードルが高いんですけど、事業認定

をやるようにしているんですが、宮崎県は、他

県と比べまして件数が非常に少のうございまし
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て、そのあたりの議論もネットワーク会議で話

題になりまして、生産側あるいは商工業者側が

もうちょっと情報を出し合って、そういう場を

積極的につくっていこうじゃないか。具体的に

つくらないと先に進まない。もう一つは、その

場には金融機関も出ていただいたんですが、金

融機関あたりは独自にそういう情報等も持って

おります。それぞれ商工業者あるいは生産業者

の情報を持っております。そのあたりをうまく

結びつけるような取り組みに御協力いただけな

いかという話も出ました。

いずれにしましても、この事業が進むために

は、まず、生産業者と商工業者が出会う。そこ

からが始まりでございますので、そのための工

夫をいかに僕らがやるか、行政としてどういう

ことができるのか、そこが今一番の課題でござ

います。先ほど御説明しましたように、経済産

業省主催のマッチング関係の会議も今後予定し

ておりまして、そういうところでいろいろと情

報を密にとるような形のものをその場でもやり

ますし、行政としても、今後そういう場を広く

つくっていきたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

○長友委員 ポテンシャルが高いということで

ありますし、また、宮崎にとっては非常に大事

な産業の展開ということになってくると思うん

ですが、全国も黙ってはいないわけです。全国

もどんどん取り組んでおります。せっかくポテ

ンシャルが高くても、その後塵を拝するという

ことになれば、特に目玉ということにもならな

いわけであります。したがって、皆さん方から

見られて、現在、宮崎の農商工連携に対する取

り組みというのは全国的にはどういう状況なの

か、そのあたりはどんなふうに感じていらっ

しゃいますか。

○渡邊商工観光労働部長 国が法律でやってい

る認定事業があるんですけど、宮崎県は数が非

常に少のうございます。九州でも少のうござい

ます。どういうところに原因があるのかという

ことなんですが、商工業者と農林水産業者が

マッチングする場の提供といいますか、コー

ディネートをする、それは行政、あるいは先ほ

ど御説明しました県の産業支援財団や農業振興

公社でやるようにしているわけでございます。

そういう機能をもうちょっと強化しないと、先

ほど申しましたマッチングそのものが、まず出

会いがないということだろうと思うんです。よ

その県を見ますと、事業認定が多いわけでござ

います。ただ、宮崎県にはその可能性がないと

いうことではなくて、今いろいろと情報を集め

ているんですけど、国の事業認定に向けた取り

組み等も十数件動きがあるという情報も入って

おりまして、我々としても、今後、産業支援財

団等を通じて相談に乗ったり、あるいは強く

コーディネートしていくということが必要かと

思っています。

よその県も一生懸命やっておりまして、これ

は国策として全国的な流れの中でやっているわ

けでございますが、我々としましては、もう一

つ大事な視点は、農商工連携という視点だけ、

今の法制度の枠組みでいう農商工連携という、

ある面では狭い考えをとらなくて、産業全体の

振興、例えば食品産業なんかは従来からあるわ

けです。農商工連携と言わなくても従来から

ずっとあっているわけです。今度は、具体的に

生産業者と商工業者が連携体を組んでやる事業

を農商工連携事業というんですよという枠組み

を設定していますけど、商工連携による食品産

業というのもあり得るでしょうし、あるいは１

次加工業者と最終製造加工者がやって食品産業
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を新たに起こすというのもあるでしょう。そこ

には当然農産物は必要でありますけど、事業構

築としては、農林漁業者はそんなに参画しなく

ても事業として今後展開はあり得るわけです。

そうしますと、今の法制度のスキームで農商工

連携、農商工連携と言いながら、それだけに特

化するというか、狭い考えで事業を考えていく

必要はない。既存の食品産業メーカーが事業を

拡大する上で、そこに技術的な改革とか革新を

もたらすための、本県では食品開発センターと

かありますけど、そういう技術を投入したり、

そこと共同で研究するということもあり得るわ

けで、我々としては、そういう意味で、幅広く

考えながら、食品産業の振興という観点から大

きくこの事業を考えていきたいというふうに考

えております。

○長友委員 課題等もきちんととらえていらっ

しゃるということであります。学力テストがあ

りましたけれども、本県も捨てたものではない

と。ただ、その中で活用編がちょっと弱いとい

うところがありましたので、この農商工連携、

同時に今言われたようなこともひっくるめて、

守りではなくて攻めの産業の振興を図っていた

だきたいと思います。

最後にもう一点、東アジア拡大戦略というの

がありますけれども、どんな動きをしているの

か、どこを拠点にやっているのか、その辺の具

体的な話をお伺いしたいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 事業名では東アジア

販路拡大推進事業としておりますが、特に東ア

ジア、これからは、中国、台湾、中国は特に上

海ですが、香港、このあたりを中心に販路拡大

を具体的にやっていこうということで、台湾で

は物産のフェア等もやっておりますし、香港で

はこの間、食品関係の見本市にも宮崎は出展し

てまいりました。それ以外に、シンガポール等

も我々としては販路拡大拠点として位置づけて

おります。とにかく、いろんな輸入規制とか持

ち込みができない。中国もそうですし、台湾も

そうですけど、牛肉なんか輸入できないんです。

そういう海外の輸入規制等がありまして、簡単

にはいかないわけでございますけど、そのあた

りを十分踏まえながら、加工食品で持ち込める

ものもありますし、それからもう一つは、特に

中国あたりは富裕層がかなりふえておりますの

で、日本食の志向が非常に高いわけでございま

して、そのあたりをとらえながら、アンテナ

ショップ等も立ち上げながら、地道に販路開拓

をやっていく必要があるのかなと思いまして、

今そういう取り組みをやっております。

中国・東南アジアなど「10億新中流」という

言葉がありますけど、日本の市場だけではなく

て海外の市場をねらった輸出というもの、今

後10年間は多分そういう形が主流になってくる

のではないかと我々は思っておりますので、そ

のあたりに力を入れていきたいというふうに

思っています。以上でございます。

○長友委員 安心・安全が売りでしょうから、

そういうところに気をつけながら販路拡大をお

願いしたいというふうに要望しておきたいと思

います。

○横田委員 先日の県内調査で、霧島工業クラ

ブに行かせていただきまして、その中で、２ペー

ジの一番上のスイートピーを使ったリキュール

の開発、この説明を聞かせていただきました。

本当にすばらしい内容で、これがまさに農商工

連携というものなのかと認識を新たにしたよう

なことだったんです。非常にいい参考例だと思

いますので、ちょっと教えていただきたいんで

すけど、このスイートピーとリキュールのマッ
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チング、どういう流れの中でこの２つがつな

がったのかを教えていただきたいんです。

○森工業支援課長 スイートピーを使ったリ

キュールの開発でございますけれども、まず、

スイートピーの未利用部分を抽出するという技

術開発につきましては、宮崎大学を中心とした

研究の中で生まれてきたものでございまして、

既にそういう技術があるということで、開発企

業がそれに目をつけて一緒に製品開発に取り組

んだという事例でございます。

○横田委員 私もこれまで農業現場におったわ

けですけど、農業サイドから考えると、知識的

な問題もありますけど、なかなかそういう発想

は浮かばないと思うんです。専門知識を持って

いる工業的な発想で初めてこういうつながりが

出てくるというふうに思うんです。これがまさ

に農商工連携なのかなと思うんです。先ほど部

長が、マッチングが一番難しい、重要だという

ことを言われました。その情報交換ですね、こ

ういう未利用物があるんだけど、これを何とか

商品開発できないだろうかと。工業サイドもそ

ういう廃棄物があるということは知らないだろ

うし、農業サイドもまさかそれが商品になると

いう思いもないと思う。それをつなげるのが一

番大事かなというふうに思います。そこらあた

りを農商工連携の取り組みの中でぜひ頑張って

やっていただきたいというふうに思います。

それと、北海道の士幌農協に先日行ったんで

すけど、あそこはジャガイモとかいっぱいつ

くっているんですが、カルビーなんかの大手の

食品会社と共同研究して新たな商品づくりを

やっているという話もお聞きしたんです。既存

の大きな食品会社との連携といいますか、そう

いうのは現在宮崎県で行われているんでしょう

か。

○山内連携推進室長 現在、士幌農協みたいな

観点での加工業との農商工連携を生産者サイド

からいいますと、幾つか事例がございます。一

つは、原料用カンショということで酒造メー

カーですね、焼酎メーカーが法人を自前で立ち

上げることによって、生産から、安全・安心な

原料調達を図っていくという分野と、集落営農

法人関連で、例えば都城の集落営農法人等につ

きましては、大手のポテトチップスメーカーへ

の製品提供といったものをやっております。最

近では、特にお茶の関係で、ＪＡ都城が伊藤園

と提携しまして、ペットボトル向けのお茶の生

産等を業務提携の中で取り組んでいるという事

例がございます。

○横田委員 大手の食品メーカーとの共同研究

をやっていけたら、当然そのメーカーが買って

くれるという約束があると思いますので、販路

についても非常に安定が図られるということが

あると思いますので、ぜひそういうことも進め

ていただきたいと思います。

それともう一つ、さっきのリキュールのこと

で聞き漏らしたんですけど、リキュールを開発

して商品とするわけですけど、それが売れな

かったら、当然行き詰まるわけですね。開発し

た後の販路拡大も非常に大きな課題だと思うん

ですけど、具体的にこのリキュールなんかでど

のような販路拡大を図っていこうとされている

のかも教えていただきたいんです。

○森工業支援課長 このリキュールにつきまし

ては、つい最近開発されたものでございまして、

８月に3,000本ほどつくりまして、試験的に販

売しようということで今動いております。行政

のほうとしても、販路拡大の支援事業がござい

ますので、そういうものを通じまして販路拡大

を支援していきたいと考えております。
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○野辺委員 農商工連携応援ファンド事業です

が、これは農林漁業者と中小企業者の連携体と

いうことになるんですか。組合はだめなんで

しょうか。組合独自というのは。

○森工業支援課長 組合は、農協ということで

よろしいでしょうか。

○野辺委員 森林組合です。

○森工業支援課長 実際に連携を組む場合の事

業の内容によって、中小企業者であるか、ある

いは農業者であるかという判断をしてまいりま

す。例えば、森林組合が加工場を持っていてそ

れでやる場合は中小企業者になりますし、森林

組合が素材生産をやっている部分で連携体を組

むという場合は、農林漁業者というふうに認定

をしていきます。ですから、森林組合はどちら

でも認定できるということになります。

○野辺委員 きょうの新聞にも載っておりまし

た。何日か前も載っておりましたが、バイオマ

ス資源の利用ということで、南那珂森林組合が

画期的な取り組みで、木材の間伐材や端材を

コークス化して活用するということに取り組ん

でいるんです。以前、北海道に視察にも行かれ

て、そのときに飛行機でたまたま一緒になった

という経緯もあって。そのことについて私もよ

く把握していないんですが、環境森林部の皆さ

んが見えていますので、ちょっと横道にそれる

かもしれませんが、どういう内容かわかりませ

んか。

○森山村・木材振興課長 木材の間伐材あたり

をチップ化しまして、それを高温高圧で固めて

純度の高いコークスにするという実験施設を

今、南那珂森林組合のほうで試しにやっている

というふうにお聞きしております。ただ、実際

に生産を現実のものにするためには、非常に大

きな施設や金額も必要だということで、実験事

例では今のところ成功しているそうですけれど

も、それを実働させる、本格的に稼働するため

には、相当な金額と商品開発、販売先等々が今

からの課題だろうというふうに聞いておりま

す。

○野辺委員 よくは把握していないんですが、

５億ぐらいかけてやりたいということも聞いて

おるんです。農商工連携というのは林業も含む

ということですね。もちろん含むんでしょう。

これが成功すると、宮崎県の林業の画期的な取

り組みになると思います。今スタートした段階

ですので、販路事業等に、今は試験的でしょう

から、そういうものに手を今度挙げられるかど

うかわかりませんが、場合によっては、県のほ

うからでもそういう指導をしてもらって、この

取り組みを積極的にやっていただいたらと思う

んですが、どうでしょう、その辺。

○森山村・木材振興課長 先ほど申し上げまし

たように、販売先がきちっとしているのか、売

れ先、販路を決めないと、非常にお金がかかる

ものですから、その辺も含めて今後取り組みを

検討していきたいと思います。

○野辺委員 農商工連携のいろんな事業もあり

ますが、これが成功すると画期的なことになる

と私は思うんです。これはやはりぜひ県のほう

もバックアップしてもらって、そういう取り組

みをやっていただくといいんじゃないかと思う

んです。そういう資金が要るときはいろんな融

資制度があるわけですから、ぜひひとつお願い

をしておきたいと思います。

○権藤委員 商工観光労働部長の説明の中で、

５ページのところで、２件と１件、国の支援を

受ける。これは何と何だったですかね。

○古賀部参事兼商工政策課長 農商工連携促進

法に基づく国の認定なんですけれども、２件と
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申し上げましたのが、事業計画として認定され

たのが２件ありますと。それと、先ほど横田委

員のほうからございました霧島工業クラブが、

農商工連携を支援する機関として認定を受けて

おりますということで、その１件。合わせまし

て３件ということでございます。

○権藤委員 ２件は何ですか。

○古賀部参事兼商工政策課長 説明で申し上げ

ましたけど、牛の発情期発見装置の開発という

のがございましたけれども、これが１件です。

もう一件が、内山建設というところが中心に

なっておりますけれども、内山建設と押田畜産

というのが同じく受けております。

○権藤委員 済みません、もうちょっと中身的

に。

○森工業支援課長 まず、コムテックでござい

ますけれども、先ほど部長のほうからもお話ご

ざいましたけれども、牛の発情期を発見するシ

ステムのものでございます。それから、内山建

設と押田畜産の事業計画でございますけれど

も、押田畜産の畜舎の中に独自の微生物が発見

されまして、これは乳酸菌でございますけれど

も、それを活用した飼料を開発しようという事

業でございます。

○権藤委員 わかりました。それから、２ペー

ジ、３ページですが、こういうのは、公募して、

６月までに公募に応じて認定されたという解釈

でいいんですか。

○森工業支援課長 ２ページに記載しておりま

す例につきましては、農商工連携ファンド以外

で農商工連携の具体的な事例ということで示し

たものでございます。

○権藤委員 ６月と９月に募集するといってい

る６月の結果ということでもなくて、今取り組

んでいるテーマだけが羅列されているんです

か。

○森工業支援課長 ６ページに記載しておりま

すファンドの採択でございますけれども、これ

は６月に選定したもので、現在この取り組みを

やっているという事例でございます。さらに、

本年度追加の募集ということで、現在ファンド

の募集を行っているということでございます。

○権藤委員 それから、これに対応できる財源

というところで、５ページ、県の主な支援制度

の3,600万、基金からの果実でやるということ

ですが、こういったお金で２ページ等の対応を

するという解釈でいいのかどうかなんです。

○森工業支援課長 基金を設置しておりまし

て、この運用益が年間3,600万円ほど発生いた

しますので、この基金を使いまして、２ページ

に記載しました事例を支援していくというもの

でございまして、具体的には、ファンドのほう

に申請を出していただければやるということで

ございます。

○渡邊商工観光労働部長 整理しますと、まず、

５ページにみやざき農商工連携応援ファンド事

業というのがありますね。これが年間事業

費3,600万でございます。これで事業をやった

のが６ページの事業なんです。第１回目の公募

をやってこれが採択。今後、第２回目の公募を

やる。それで、２ページは、農商工連携の一つ

の事例をここに整理しただけでございまして、

ファンドとは関係ないということです。そうい

うふうに御理解いただいたほうがいいと思いま

す。よろしくお願いします。

○権藤委員 それで、２ページのインターネッ

ト販売というものについては、意欲のある人は

各自でやるわけだけれども、自分の好みの分野

等にすっと流れていくためには、インターネッ

トで宮崎県の販売分野ではこういうものがあり
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ますよと。食品とかいろんなものがあるわけだ

けれども、そういうものを県がつくってやって、

それからすっと行ける方法は考えられないもの

なのかということなんです。これに対して県が

やることというのは何ですかという意味です。

○山内連携推進室長 ２ページに書いてござい

ますインターネット販売につきましては、現在

取り組まれている一つの事例ということで紹介

しております。内容的には、直売所を持ってい

る宮崎市の生産農家のグループが、ＩＴの開発

企業と提携することによって、全国向けの販売

あるいは受注の拡大をやっているという事例で

ございます。タイトルにございますように、農

商工連携による新たなサービスづくりというこ

とでございますので、販売の形態としてこう

いった取り組みが一つの先行事例になるのでは

ないかというふうに考えております。

○権藤委員 私が聞こうとしたのは、そういう

ものがいろいろあるんだけど、個人で実力のあ

る人はどんどんもうかっているかもしれないで

す。しかし、宮崎県には焼酎からマンゴーから

いろんなものがありますね。知っている人は

知っているかもしれんけど、インターネットで

やられているのがどういうものかというのを余

り知らん人もおるかもしれないんです。これを

見て、ここに入っていこうとか、そういうよう

なものを県なり市がやるのかわかりませんが、

何らかの形で宮崎県としては、こういうものが

インターネットで注文できますよみたいな、そ

ういうことは考えていないんでしょうかという

意味なんです。

○吉田商業支援課長 生産農家ということでは

ないんですが、物産センターのほうで扱ってい

る商品については、インターネットで販売をし

ている状況になっております。ことしの５月か

らやっております。ただ、品目は100品目程度

ということになっております。

○権藤委員 極端な話をしますと、３代前ぐら

いの知事のときには、宮崎県に来てゴルフがで

きて、健康診断ができて、どうだというような

のがありましたね。それがインターネットで予

約できるとか。極端な例ですよ。農商工連携に

ならんかもしれんけど、宮崎県としては、皆さ

んがやっておられるかもしれんけど、県として

もそういうシステムを考えてみたいと思うの

で、登録してくださいよというようなことで、

インターネットに自分たちが持っているのを登

録して、簡単なものでいいと思うんですが、そ

ういうことを考えてくださいよという要望にし

ておきたいと思います。

○坂口委員 農政水産部長に第１次産業の立場

から聞きたいんですけど、この連携事業という

のは、本県の総生産額を底上げしていくのにか

なり期待のできる、効果的な取り組みと思うん

です。その中で、今回期待するものに、農畜水

産物あるいは林産物あたりの価格決定の部分

で、買い手市場から売り手市場という期待が一

つ含まれていると思うんです。現実的にそれが

あり得るのかということです。最終的に、販売

する人のところで消費者との価値観で価格は決

定される。それはずっと上からとられてきて、

何ぼでおさめればいいよというのが市場だと思

うんです。そこらが本当にこれに期待できるも

のなのかどうなのかということと、これまでの

食品開発とか付加価値向上のあり方と第１次産

業の所得を確保するという視点から、どういう

工夫が凝らされているのかというのを一つ。

○伊藤農政水産部長 御指摘のあったところが

一番ポイントになってくると思います。これま

での事例、例えばＪＡ都城が伊藤園とお茶の
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ペットボトル用需要のをやっていますけれど

も、最終的には、価格交渉、重量当たり幾らで

見るかというところが、メーカー側、業者側と

生産側との話し合いで決められる。結局はそこ

の部分で再生産をどう確保していくか。ポイン

トをそこに置きながらいかに生産するほうの所

得につなげるかというところが、非常に大事に

なってくると思います。冒頭申し上げましたよ

うに今いろんな企業の動きがあります。さまざ

まです。内容によっても、提携してやりましょ

う、あるいは資本参入だけしましょうとかあり

ますので、御指摘がありましたように、最終的

に、生産するサイドの所得確保という視点をど

う盛り込んで交渉できるか。そのためには、生

産するサイドもそれなりの力がないと厳しい状

況が想定されるんじゃないか。それに行政とし

てなかなか入れない部分もあるんです。そこが

当然厳しい状況も出てくる。ただ、そこをどう

我々としてマッチングさせるかというところは

最大限の努力をしていく必要があるというふう

に思っています。

○坂口委員 いっぱい事例もあるし、その中か

ら成功事例があれば参考にしていただきたいと

いうのと、今言われたように、話し合いの中で

メリットとリスク、これの帳尻合わせでの合議

しかできないと思うんです。そうなったとき、

そこで、生産者の参入度、介入度を高めれば高

めるほど、最終的には土地の集約が行われると

いうところまで生産者は覚悟するということを

理解していただかないと、甘い話に乗れない。

今のスイートピーの未利用化、Ｂ品の利活用

というので、今見るとすごく画期的な、そして

期待できることですね。でも、これはポリフェ

ノールをいかに利用していくかということで、

ポリフェノールのほかにも、今、価値観が見ら

れているのに、スルフォラファンとかジンゲロ

ンとかいろいろあるんです。こんなものを含ん

でいるのは、今のマイナーな中での市場が開拓

されない中では捨てるものでいいんです。でも、

ポリフェノールの含有率というものを突きとめ

ていったとき、品種改良が行われる。最終的に

は色が特定されるんですね、これを追い求めて

いると。アントシアニンでも一緒。色が特定さ

れたとき、切り花としては全く別なものの加工

専用になっていく。そこで、こういったものは

ブームを避けながらとあるけど、ブームですか

ら。そして、よりよいものが見つけられていく

わけですから、いつかぽんと終わるときが来る

んですね。切り花でＢ品が利用できてよかった

と、市場あるいは相場が形成されて農家が成り

立っていく。そこからぽっと引いたときにこれ

が成り立たなくなる。スイートピーの専用種が

成り立たないというリスクがやっぱり下に来る

んですよ、第１次産業に。だから、ここらをど

う確保しながら、セーフティーガードを張りな

がらやっていくかというのは、農政水産部、環

境森林部は、自分らが守るべきものを守るとい

うものがここに入っていかないと、高く売ろう、

高く売ろう、売り上げを伸ばそうという視点か

らやっていて、画期的な取り組みだと思うと、

思わぬ落とし穴を将来開くことになる。品種改

良というのは特にそういうものです。

伊藤園と都城茶を言われたけど、これは生産

過剰のときが課題なんです。農家の利益は確保

されていないんです。とってもだめですよとい

うときもあるし、どんな粗悪品でもいいから、

４番茶、５番茶まで持ってきてくれということ

もある。そこは解決されていないですね。そこ

をどうやっていくかというのがないと、余り夢

に踊っちゃいかん。慎重に取り組んでほしいと。
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何か考えがあれば、商工観光労働部長、そこら

も含めて、全体的なものに目を向けながら取り

組むんだということで、今心がけておられるも

のがあれば、ぜひお聞かせいただきたい。

○渡邊商工観光労働部長 スイートピーを使っ

たリキュールでございますけど、都城のほうに

開発業者がおられるわけです。直接社長さんと

もいろいろお話をしました。将来売れ行きがど

うなるか、今おっしゃったように、単なるブー

ムから定番・定着化に本当に行くのかどうか、

そのあたりを非常に心配されておりまして、慎

重にやりたいということを言っておられまし

た。私はそれを直接お聞きしました。企業的に

も別な企業で成功した方でございますし、その

あたりはリスク管理を含めてしっかりした考え

方を持っておられる方でございますので、当然

そのあたりも含めてちゃんと今後対応されると

思います。

農商工連携というのは、先ほどちょっと申し

ましたけど、国が一つの制度をつくりまして、

我々もそれに乗っかって、県のファンド事業も

そういうことでやっているわけでございますけ

ど、これはあくまでも食品産業の振興や農業の

生産拡大の一つのツールといいますか、手段に

すぎないわけで、それだけではないわけです。

そこは、これだけに限って、視点を狭くしてや

ろうという考えは全然ありません。そのあたり

は、従来の我々のやり方も含めて幅広くやって

いく必要があるのかなと。今後、具体的にどう

いう形でこれを進めていくかというのも含め

て、せっかく県庁内に連携のための組織もでき

ましたので、その中で今後議論していこうとい

うふうに考えております。

○坂口委員 ちょっと違うんですよ。それは焼

酎メーカーのリスク管理なんです。僕が言って

いるのは、具体的に言うと、伊藤部長はおわか

りだと思うんですけど、スイートピーは、機能

性を期待してやっていきますね。金にならんも

のが金になるわけですから、スイートピーの生

産への魅力が出るわけです。そこに生産が集中

していく。これを詰めていくと、いつかは、具

体的には赤紫の濃い花で―今のは30センチ以

上あって５花つかなきゃだめなスイートピーを

つくっているわけでしょう―背丈は短くても

紫の濃いのがいっぱいつけばいいという花に

走っていってしまうんですよ、専用種に。それ

がずっと続けばいいですよ。そうなったときに

こちらの切り花はぽんと捨てられるわけです。

そこで採算性が合わなくなる。生産過剰も起

こっているかもわからない。コスト割れは当然

起こる。そういったときに結局混乱するのは第

１次産業なんですよと。ですから、リスクとい

うものは、全体リスクを考えて、それをガード

していかないと連携事業とは言えないんですと

いうことを言っているんです。部長は多分その

懸念は持っておられると思うんです。

○伊藤農政水産部長 簡単に農業以外のところ

との連携と言いますけれども、今御指摘があっ

た特に加工の面は、今までサツマイモあたりで

大学芋とかできていますけど、あのメーカーさ

んに行きますと、製品に応じてラインの見直し

というのをしょっちゅうやっているんです。補

助事業でやったりしますと、今度はラインの改

造もできない。模様がえをせにゃいかんとか、

業者さんのリスクといいますか、一つの加工品

にとっても物すごくあります。委員が言われた

ように、生産にしわ寄せが来る例があったりす

るわけです。ブームに乗ったものではなくて、

きちっと継続的に地域の企業体として残る、お

互いのメリットもわかって継続的に残るような



- 19 -

農商工連携でないと長続きしないというふうに

私は思っています。

○前屋敷委員 ２点ほどお伺いをしたいと思い

ます。

一つは、５ページでも説明いただいた中の

コーディネーターの派遣というところですが、

今お話をお伺いする中で、商品開発の困難とか、

マッチングの問題とか、いろいろ出てきている

んですけれども、そういった中で、どういう商

品を開発するかという点では、農家任せだった

り業者任せだったりではなかなか難しいところ

を、コーディネーターがフォローして、一緒に

開発していくということだろうと思うんです。

コーディネーターを県として派遣する体制とい

うのはどの程度整っているのか。これから強め

られるんでしょうけど、その辺を。

○森工業支援課長 県の産業支援財団のほうに

コーディネーターを置いております。各分野の

方がおられます。その中には、販路開拓関係の

コーディネーターを置いておりますし、あるい

は商品開発の専門の方がいらっしゃいますの

で、そういった方を通じていろんな相談に応じ

たり、直接企業を訪問して指導するということ

もやっております。あるいは食品開発センター、

こちらの職員も商品開発分野でいろんな経験、

ノウハウを持っておりますので、食品開発セン

ターの職員のほうでも商品開発についてのいろ

んな相談に応じているところでございます。

○前屋敷委員 先ほどスイートピーのリキュー

ルをつくるという点で、大学の研究がありまし

たけれども、そういう形で、いろいろ開発につ

いては、産学官になってきますけど、そういう

ことでの連携もつないでいくという役割も果た

すわけですか。

○森工業支援課長 スイートピーにつきまして

は、国の事業の研究開発資金を取り入れて実施

しております。その際に、産学官で共同研究あ

るいは商品開発をやるわけですので、その取り

まとめを行う組織が必要になってまいります。

今、県の産業支援財団がその役割を担っており

まして、財団が管理法人となりまして、大学、

企業、生産者というところを一緒に管理しなが

らやっていると。そういったことで今実施をし

ているところでございます。

○前屋敷委員 いずれにしても、コーディネー

ターの果たす役割というのは非常に大きいと思

うんです。農家の皆さん方が意欲を持って働く

といいますか、生産に携わるという点を位置づ

けるという点でも、商品開発、販路を含めて重

要だと思いますので、ぜひこのところの強化を

図っていただきたいということが１点。

もう一つ、６ページの応援ファンドですが、

募集で17事業所、延べ18事業、決定されたのが

８事業ということになっているんですけど、認

定されなかった事業者については、いろんな条

件があって、それに不足していたんだろうとい

うふうに思いますが、どういった点で外されて

いったのか。そこには、いろいろアドバイスを

したり、県としてのかかわりをこの後フォロー

的に強めていけば、次の応募の段階でさらに可

能になってくるものなのか。そういったところ

の県の支援が必要かと思うので、どういう状況

でこの８事業しか決定されなかったのか、その

辺のところを。

○森工業支援課長 今回、17事業のうち、８事

業の認定ということになったわけですけれど

も、まず一つは、これは全部採点をしていきま

して順番をつけます。そうなりますと、事業の

実現性がどうであるのかというのが一番先に来

るかと思います。それで点数の高いほど上に行
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くということでございます。もう一つは、農商

工連携の連携体の組み方で、今回は第１回目の

募集でしたので、中には自己完結型で申請が行

われてきたところもございまして、そういった

ところを除いた結果、８事業ということになっ

ております。ただ、中にはアイデア的に非常に

すばらしいものがございますので、これにつき

ましては、引き続き、それぞれの地域力連携拠

点での指導、あるいは県の産業支援財団のコー

ディネーターが指導をしていくことにいたして

おります。

○前屋敷議員 これから県が、意欲を持って取

り組まれる事業者や生産者の方をどうやって

フォローするかということにかかっているかと

いうふうに思いますし、また感じましたので、

ぜひその点は強めていただきたいというふうに

思います。よろしくお願いします。

○外山委員 ちょっと水を差すような話になる

かと思うんですけど、農商工連携というのは、

基本的には、何も今さら言わなくてもずっとみ

んなやっておることで、例えば焼酎メーカーは

農家の芋を買って焼酎をつくるわけでしょう。

そういうのはずっとあるわけで、殊さらここで

これを声を大にして言う必要もないと思うんで

すが、県というか、行政のかかわりは、多分、

農業分野と商工分野の見合いをさせるというと

ころあたりが限度で、あんまりこれを突っ込ん

でいくと。民間業界、例えば加工業者、販売業

者にしても、自分のところの商売で何を加工し

て売ればいいかというのはみんな考えています

よ。一生懸命考えている。もちろんそれにはリ

スクは伴うわけで。ただ、ハイリスク・ハイリ

ターン、やっぱりリスクがないことには面白い

仕事はできない。その中で、県がかかわってい

くときに、いろんなアドバイザーなんかが入っ

ていって、その一言で、それじゃ、これをやろ

うという決意をして多額の投資をする。失敗に

終わったときに、ひょっとしたら、県がやれと

言ったからやったということで訴訟問題になる

可能性があるわけです。だから、民間の仕事と

いうことはきちっと線を引いてやっていかない

と、各部長が入った会議までつくってやってい

くというとずるずるといってしまう。そういう

一つの危険性があるということは頭に置いてお

かないといけないと思うんですが、どうですか、

その辺の両部長の見解。

○渡邊商工観光労働部長 先ほどもちょっと申

し上げましたけど、外山委員がおっしゃるとお

りでございまして、農商工連携というのは昔か

らやっているわけです。焼酎メーカーもそうで

すし、食品産業もそうです。今回この農商工連

携ができた背景というのは、国レベルで言えば、

農林水産省と経済産業省が連携してやろうとい

う一つの制度枠組みを法律でつくった。そこで

一つ定義して、そこの部分に関しては、両省あ

わせて積極的に支援しようという事業スキーム

をつくったわけでございまして、今おっしゃる

ように従来からそれをずっとやってきているわ

けです。金融面の支援とか、経済産業省、農林

水産省、あるいは県レベルでのいろんな支援も

それぞれやってきています。ですから、農商工

連携というのにとらわれて事業展開をやろうと

いうことではないわけです。

ただ、今回僕らが一番思っているのは、例え

ば食品産業の振興という側面からいきますと、

国では農林水産省が所管しているわけです。県

レベルでは農政分野と商工分野。物産振興とい

う側面では商工がやっていますし、農産加工と

か１次加工、あるいはＪＡ系の食品工業なんか

は農政がやる。そういう中で、境界が重なって
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いるといいますか、そういう側面があって、そ

こを、今回、国のこういう法律とか制度ができ

て、相互乗り入れじゃないですけど、相互に連

携して、お互いに境界をちょっと入り込むかも

しれないけど、そこに一緒になってやっていこ

うという、行政の縦割りをなくすような一つの

事業推進体制といいますか、そういうものが今

回の農商工連携関係の事業でできつつある。我

々も今そういうことでやっておりまして、そう

いう側面から見ますと、今後の事業推進という

のは今までにない画期的なものだろうと思って

いるんです。それが一つです。

そういうことを踏まえながら、農商工連携と

いうのは、あくまでも民間の事業が中心となっ

て連携体を組んでやってくださいということで

ございます。そこには行政が入り込むある程度

の規律というのを設けなきゃいけない。外山委

員がおっしゃるように、行政が入って、販路拡

大から技術支援から全部指導性を握ってやると

いうことではありません。あくまでも我々とし

ては、連携体をつくって、その中で新技術開発

とかいろんな事業展開ができれば、それを側面

から応援しようというのがこの事業スキームで

ございますので、そのあたりは我々もちゃんと

考えてやっていかなきゃいけない。

もう一つ、先ほど坂口委員がおっしゃいまし

たリスクの問題でございますけど、これは連携

体の中でしっかり議論して考えて、その上で連

携体をつくっていく内容だろうと思います。我

々としてもそのあたりは、生産者側の立場に立

ちあるいは売る側の立場に立っても、どういう

形で連携体を組めるのかという一つの考え方な

り取り決めをぴしっとやっていただく。そして

その上で、積極的な民間活動として、事業展開

としてやっていただきたい。これが我々の考え

でございます。

○外山委員 今おっしゃったとおりだと思うん

です。あくまでも仕事面に関しては民間。行政

がやることは、そこに入る前の基本的、基礎的

な研究開発というか、例えばサツマイモが原料

にいってますけど、今どこかのお菓子メーカー

さんが、放棄農地をいっぱい借りてサツマイモ

をつくっています。これはお菓子の何に使うの

か私はよくわかりませんけど、民間ではそうい

うことをやっている。農地がいっぱいある。サ

ツマイモをつくって燃料用のアルコールをつく

る。今トウモロコシなんかで外国ではつくって

いますけど、これが飼料の高騰につながってお

るわけで、サツマイモからアルコールをつくる

技術というのは、日本は世界で一番進んでおる

わけです。試験場もあるわけですから、そうい

うところを研究して、食べたらまずいけど、ア

ルコール含有量は非常に高いという芋をつくる

ことはできると思うんです。焼酎には向かんけ

どアルコールには向く。そういうところの基本

的な研究をやって、その芋を農家につくっても

らって加工していく。そういう基礎的なところ

を連携しながらやってもらう。そういうところ

のほうが私はある意味では大事だと思います。

以上です。

○松田委員 ５つぐらい質問させていただきま

す。先ほど商工観光労働部長のほうから、本県

は、事業認定数が他県に比べても九州管内でも

少ないというお話がありましたが、具体的にど

れぐらいの数で、そして、その原因がというと

ころをちょっと失念をしたんですが、いま一度、

本県の事業認定者数の少ない理由をお教えいた

だきたいというのが１点。

次、農業参入数データがいただいた資料の８

ページにあります。ことし１月段階の数字とい
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うことですが、その後の推移、これからふえて

いるのか減っているのか。そして、これによっ

て雇用がふえた事例があるのかをお教えいただ

きたいと思います。

まず、今の２点、お願いいたします。

○森工業支援課長 国の認定状況でございます

けれども、２件ということでございます。支援

計画は１件ということでございますが、九州全

体で今29件出ております。一番多いところが鹿

児島県の９件、それから熊本県の７件というふ

うな状況になっております。一つは、国の認定

でございますけれども、かなりレベルが高うご

ざいます。小さなプロジェクトでは認定が取り

にくいというのがございますので、かなり大き

なプロジェクトで出さないと認定がとれないと

いうのがございます。それから、農商工連携に

対する取り組みのところでのＰＲ不足といった

ところが少しあるのかなというふうに思ってい

るところでございます。ただ、最近の状況で申

しますと、先ほど部長のほうからもお話がござ

いましたけれども、具体的な案件が既に今出て

きております。ことしの秋口には何件か申請が

できるのではないかと思っているところでござ

います。

○松田委員 本県は２件ということで、レベル

が高いということだったんですが、反対に、応

募が何件のうち２件が認定になったのかをお教

えいただけますか。本県から何件申請したうち

２件が採択されたということだろうと思うんで

すが、わかりますか。

○森工業支援課長 同じ数でございます。

○松田委員 了解しました。この秋にまた数件

の案件があるということで、ぜひ遺漏ないよう

にバックアップをお願いしたいと思います。

続きまして、資料８ページ、本県の他産業か

らの農業参入状況です。58法人がここに挙げて

あります。今年１月現在ということなんですが、

企業誘致の数におきましても、昭和36年以降、

現在に至るまで、６割方残って４割方撤退した

ということも最近の資料で見たんですけれど

も、きょう現在でこの58法人の推移はどうなっ

ているのか、お教えいただけますか。

○山内連携推進室長 まず、この調査につきま

しては、毎年12月に市町村等を通じまして１年

に１回行っている調査でございまして、最新の

数字で58件ということで上げております。ちな

みに平成17年は14件でございまして、それが４

年間で14件から58件という形で増加しておりま

す。それから、雇用の関係でございますけれど

も、平成20～21年にかけまして９法人増加して

おりますけれども、雇用の状況等を見ますと、

新規の９法人で、正職員が15名、パートが６名

の21名の雇用が創出されております。また、こ

れにつきましては他産業からの農業参入でござ

いますので、親会社からの参入というのがあり

ますから、そこのところを加味いたしましても、

親会社が３名ほどふえておりまして、全体で24

名ということで、確実に雇用の数としてはふえ

ておると思います。農業法人等も県内に587ご

ざいますけれども、１法人当たり13名ほどの雇

用の状況がございますので、やはりこういった

取り組みをふやしていくことによって地域雇用

の創出は確実に図られていくというふうに思っ

ております。

１月以降の推移につきましては、冒頭申し上

げましたように、調査を年に１回、年末に行っ

ておりますので、調査が出ますのが来年１月と

いう形になろうかと思います。ただ、私ども連

携推進室ということで、今回、異業種からの参

入の専門部署を設けましたところ、いろいろと
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各企業から相談が来ておりますので、確実にふ

えているものだろうと思っております。

○松田委員 専門部署もできたということで、

まだ58法人ですので、年に１回の市町村に対す

るリサーチ、アンケートの結果だけでなくて、

積極的にフォローをされて、その状況を伺って、

逐一県のほうでもデータを集めていただきた

い、このように思っております。

続きまして、きょう、皆さん方のほうにお配

りしております資料１の21ページ、一番下の下

線部分、「各部局の連携不足が否めませんでし

た」という一文がございます。さまざまなシー

ンで各部局の連携不足ということが浮上してく

るんですけれども、今回のプロジェクトの中に

おかれまして、各部局の連携で新たに進展した

部分、あるいはテーマを持って取り組んでい

らっしゃるような事例がありましたら、お教え

いただきたいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 具体的な取り組み

例、どういう視点で委員、御質問されているん

でしょうか。具体的な実践例とかそういうこと

でしょうか。

○松田委員 それもありますし、例えば情報が

どこまで共有されているのか。一例ですが、台

湾の台風によって流木が黒潮に乗って宮崎県に

も到達をしているというニュースがきのうから

出始めました。そして、私も水産政策課のほう

に相談をいたしまして、県内では被害がないと

いうことなんですが、実際県北のほうでは、漁

船が損傷したり、ソナー損傷ということ

で、3,000万ぐらいの被害が出ているんですが、

これは海上保安庁が管轄をしておりまして、危

機管理局と農政水産部のほうには連絡があった

ということなんですが、流木ということで、環

境森林部のほうにも、ただで木が流れてきてい

るわけですから、利用ができないかと。ほんの

卑近な一例なんですけれども、そういった情報

レベル、ニュースレベルでの情報交換等々がさ

れているものなのかと思いまして質問させてい

ただきます。いわば、ビジネスチャンスという

部分において、ささいなこともあるんですけれ

ども、各部長あるいは課長あたりでそういった

毎日の情報というのは共有されているものだろ

うかと思いました。

○渡邊商工観光労働部長 先ほどの組織の中

で、庁内での推進体制ということで、農商工連

携推進会議というのをつくりまして、その中で

ワーキンググループ会議というのをやっている

わけです。関係課13課あるわけですけど、その

中の担当リーダー等々も入りまして、日ごろか

ら連絡調整等はやっているわけでございます。

その中で、協議するあるいは情報交換する内容

は多岐にわたると思います。我々としましては、

この連携推進会議を形だけ設けるのではなく

て、実践的にやるところはワーキンググループ

会議でございますので、このあたりで情報交換

を密にしてほしいということを言っています

し、日ごろからそういう活動をやっております。

具体的にどういうことをやっているかというの

は、今ちょっとお答えできませんけど、いずれ

にしてもそういう趣旨でこの組織は設けていま

すし、今そういう動きをやっているということ

でございます。

○伊藤農政水産部長 御指摘ありましたよう

に、我々として、なかなか見えないところがあ

りますので、できるだけ早く一つのビジネスモ

デルをつくりたいと思っています。そういう中

で、一昨日もマカオからお客さんが、牛肉の取

り扱い等について来られたんですが、当然商工

サイドも入っていただき、常日ごろの取り組み
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の中で連携した活動をやりながら、どうやった

ら早く実現といいますか、見える形に持ってい

けるかというあたりで、通常の会議は別としま

してそういうところ。さらには、先ほど申し上

げました、県外の大手企業あたりの宮崎に対す

る期待といいますか、情報といいますか、宮崎

にしょっちゅう来られています。その辺の中で

も、常に商工サイドとうちで、事業面あるいは

融資面含めてどういう取り決めができるか。先

ほど御質問ございました、行政としてどこまで

できるかというところはあるんですが、そこの

マッチングの中で情報の共有をしながら、取り

組みをできるだけ早く実現していくという視点

で、連携をとってやらせていただいている状況

であります。

○森工業支援課長 農商工連携の担当レベルで

の活動状況でございますけれども、ことし４月

に農政水産部のほうに連携推進室ができまし

た。まず、農政の窓口を推進する。商工の窓口

を県の産業支援財団というふうに確立をいたし

まして、しかも、お互いにいろんな相談があっ

た場合については、必ず情報を共有するという

仕組みを今つくっております。あわせまして、

相談があった場合、企業を訪問するという場合

につきましては―農業振興公社ですね、失礼

しました、農業振興公社が今窓口になっており

ますけれども、そちらの職員と県の産業支援財

団のコーディネーターが一緒に訪問して指導す

ると。そういうふうなことで今、農商工連携の

ほうは進めているところでございます。

○松田委員 ありがとうございます。他県から

のというキーワードがありました。もう一回そ

れに関連して、８ページの資料の中からもう一

点お伺いいたします。

現在の状況の丸の２番目で、「大手企業が本

県での農業参入を検討する動きがある」、大手

企業参入の兆しというところでさらっと流され

ましたが、今の段階でどういった企業が何社ぐ

らいというデータがありましたら、お聞かせを

いただけますか。

○山内連携推進室長 企業の関係でございます

けれども、企業自体の正式な発表はございませ

んので、具体的な企業名は控えさせていただき

たいと思いますけれども、一つの例といたしま

して、一部上場のソフトウエア開発サービスを

主体といたします大手のＩＴ企業が、新たな成

長産業ということで農業への参入を決定しまし

て、その一つの候補地ということで、県に対し

まして、地元のパートナーとのマッチング、あ

るいは農業に対する知識等が全くございません

ので、必要な助言支援等を要請されているとい

う事例がございます。その他全国的に見まして

も、先ほど部長が申し上げましたけれども、大

手流通企業や食品関連企業等が農業に参入する

動きが活発化しておりまして、そういった流れ

の中で、実は全国的に見れば、各都道府県とも

企業誘致的な側面からいろんなアプローチをし

てございます。私どもも連携推進室を設置し、

先ほど窓口を明らかにしたということで、その

辺、大手の企業の中から、本県の農業に将来的

な可能性を見出して、具体的に勉強したいとい

うようなオファーも幾つかあるところです。先

ほど企業誘致的な面からのお話を申し上げまし

たけれども、一番大切なのは、８ページ、９ペー

ジに書いてございますように、地域に根差した

取り組みをしていただくと。やはり企業の論理

からいって、もうからなかったら撤退されて後

に荒廃農地が残るというわけにはいきませんの

で、一番重要なのは、そういった要請に対しま

して、地元のパートナー、いわゆる連携できる
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農業法人、元気な法人がございますので、そう

いったところの売りを全面的に押し出してこう

いったコーディネートを今進めているというと

ころであります。

○松田委員 そういう有力な情報を取りこぼし

のないように、それこそおもてなしの心で企業

をお迎えいただきたいと思います。以上です。

○権藤委員 東アジアの県産品云々というとこ

ろなんですが、伊藤部長にお聞きしたいんです

が、韓国とか香港、台湾、上海ある中で、牛肉

あるいは豚肉の輸入が、中国は全部だめなんで

すかね。韓国等はいいのかな。そこら辺がちょっ

と。

○吉田商業支援課長 中国は全面的にだめで

す。ただ、香港はオーケーということになって

おります。台湾は生肉はだめですね。

○山本畜産課長 牛肉については、今、台湾も

だめということになってございます。

○権藤委員 海外に出たとき、隠して持って帰

るとか、そういう話も上海等で聞くんですが、

東アジアの県産品の需要というのは二通りある

と思うんです。在留邦人的な日本人のスーパー

に行くと、缶詰とかそういったもの等、日本か

らの製品というのは並んでいると思うんです。

今まだごちゃごちゃになっていると思うんで

す。中国の肉の輸入が解禁になったらどうなの

かとか、そういう議論が一緒くたになって東ア

ジアの戦略が議論されているような気もしま

す。この点については我々もわからん点もあっ

たり。そのために特別な加工や検疫をクリアす

れば可能になるのか、そういった情報等を提供

いただくように。上海に行ったときに、経済連

からしょっちゅう来られますという情報は聞い

たんですけど、我々は全然わからないから、そ

れは要望として。

それから、農商工連携以外で１点あるんです

が。

〔「委員長、議事進行。午後までやるんですか」

と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 休憩します。

午前11時58分休憩

午後１時３分再開

○満行委員長 午前中に引き続き再開をいたし

ます。引き続き質疑をお受けいたします。

○濵砂委員 先ほどからずっとお話を聞かせて

いただきました。農商工連携はよくわかりまし

た。連携の効果なんですが、６ページの今回の

８事業者、この中の一番のヒット商品はどこで

すか。

○森工業支援課長 これは今から商品開発する

ものでございますので、非常に楽しみな商品は

ございますけれども、まだその結果は出ており

ません。

○濵砂委員 先ほどのスイートピーを使ったリ

キュールの開発というのが２ページに出ている

んですが、これは事例として出てきているんで

すけれども、本来の農工、昔は農商工でしょう

か、の本来の姿というのは、野菜にしても魚に

しても日もちがしない。維持ができないもので

すから、それを干したり、塩漬けにしたり、そ

ういったもので生きるために使われてきた技術

が備わって、例えば今売り出している味の素の

かつお節といったものにつながって商品化され

てきた。これが１次産業との連携として今生き

残ってきたわけです。今まではそうだったんで

すが、今後は、志向ですから、いわゆる食料と

してそれを供給していくというものではなく

て、開発をして志向力の高いものが売れるとい

うことでしょうから、そういう意味では、先ほ
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ども話が出ましたけれども、商品開発能力、こ

の辺が一番の中心になってくるポイントじゃな

いかと思うんです。本県の商品開発能力という

のは、全国レベルから見たら高いほうなんです

か。失礼な話ですが、どうなんでしょう。

○森工業支援課長 技術的なところはわからな

いんですけれども、きょうの新聞でも出ており

ましたけど、本県の焼酎産業、雲海酒造、霧島

酒造は、ほかのメーカーに比べるとかなり伸ば

しておりますので、本県の焼酎の品質はかなり

高いんじゃないかと思います。

○濵砂委員 焼酎は歴史がありますから、その

とおりなんです。これは新しく商工で開発しよ

うと。本県に豊富な、野菜にしても果実にして

も、そういったものを商品化して所得を向上さ

せようという取り組みでしょうから、そういう

意味での開発能力。焼酎をつくるための芋とい

うのは、これは歴史的なもので十分備わってい

るんです。北海道とジャガイモで競争しようと

したって無駄なことで、日本列島の北から南ま

で、それぞれの文化があってそれぞれの作物が

あるわけですから、宮崎県の特産を生かして、

農商工連携をもって所得を向上させていこうと

いう問題の中で、その開発能力というのが一番

大事だろうと思うんです。そこなんです。そこ

は他県と比べてどういう分野が宮崎県はすぐれ

ているのか。そして、その開発したものを宮崎

県の特産品として売り出していくということが

基本でしょうから、そういう面ではどういう分

野がすぐれているのかということなんです。

○森工業支援課長 本県は、食品開発センター

という研究所を持っております。ほかの県にい

きますと、そういうものはなかったり、あるい

は工業技術センターの中に一部門として入って

いたりというのがございまして、食品開発部門

については、宮崎県の場合はそれなりの体制を

整えたものがあると思います。あわせまして、

本県には宮崎大学がございまして、こちらに農

学部がございます。こちらのほうもかなり高い

研究水準を保っております。最近は産学官の共

同研究ということで、宮崎大学のそういった技

術分野も生かしながら、本県の特色を生かした

ものを今やっているところでございます。特に

農産品の開発、あるいは、最近では、農産品が

持っている機能性に特化した研究を今いろいろ

と進めているところでございます。

○濵砂委員 さっき話をしました６ページの８

事業者、生産者と中小企業なんですが、今回の

ファンドの公募でこれを採択したということ

で、これには期待をして支援していくというこ

とでしょうから、売る自信がある、売れるいい

商品だということを前提にやっているわけで

しょう。

○森工業支援課長 事業が実現いたしましてい

い商品が出て、消費者ニーズに合った商品開発

だと、そういうふうなことで認定をいたしてお

ります。

○濵砂委員 先ほどちょっと話が出ましたが、

これは、生産者が生きていくという、いわゆる

採算ベースを割らない、所得の向上につながる

というのが前提ですよね。所得の向上につなが

る、採算ベースを割らない、農家所得の向上に

つながるということが条件だということで採択

しているわけですね。

○森工業支援課長 計画書を見た限りでは、そ

ういうふうなものになっておりましたので、認

定ということになっております。

○濵砂委員 先ほどのリキュールの問題なんで

すが、日向夏にしてもユズにしてもリキュール

ができているんです。たくさんあるんですが、
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これだけが取り上げられているということ。事

例としてですから出てきたんでしょうけど、こ

の売り上げ状況はどうなんでしょうか。それか

ら、スイートピーには毒性があるんです。毒を

もって毒を制するのか知りませんけど、そうい

うものを踏まえてこういったものを宣伝してい

くというものになっているんですか。

○森工業支援課長 スイートピーのこの開発に

当たりましては、国の資金を導入して、産学官

の共同研究の成果として出しております。この

成分につきまして、人間に影響がないかどうか

といったところにつきましては、大学のほうで

そういう試験をして、その結果として製品化さ

れたというふうに聞いております。

○濵砂委員 そうなんです。青梅も毒素がある

けど、漬ければ毒はなくなるんですね。スイー

トピーにも非常に強い毒素があるらしいです。

これはインターネットで引いてみたんですけ

ど、かなりあるみたいです。だから、そういっ

たものも踏まえて、本当にこれが商品として成

り立つのかどうかというところ。スイートピー

の農家がこれに乗って増産をしたけど、結果的

に使われんようになったと。先ほど農政水産部

長に質問があったようなことにならんように、

お互いに取り組んでいっていただかにゃいかん

ものですから、特に、これからどういう形で新

しい農商工連携ができてくるかわかりません

が、その前提として、やはり利益性のあるもの、

農家生産、水産業の再生産につながる程度の安

定した収入が確保されるもの、そういったもの

に十分気をつけていただきたいと思いますの

で、要望しておきます。

○坂口委員 今のはちょっと解釈の違いがある

と思うんです。一つには、今、濵砂委員が言わ

れたのは、たしかプリミンのことだと思うんで

す。今言っているのはポリフェノール。プリミ

ンというのは、最終的には実に蓄積されるけど

全体が持っている。ポリフェノールの健康志向

だけに目をつけてやっていって、プリミンの排

除の方法ですね、葉っぱから何からあるわけで

すから、そこらの研究レベルはどうあるのかと

いうこと。

それから、さっきちょっと農政水産部長にき

ついことを言ったから、今度はあれですけど、

ハト麦がうたってありますね。これはいち早く

本県では、十数年前に、ハト麦は健康志向で、

シーズは持っているんですよ、研究成果を。こ

れを温存していたからここに結びついた。言わ

れたように、機能性成分の分析というのは宮崎

は世界一なんです。野尻で糸巻き大根とかハー

ブ類とか、これは機能性をどう生かそうかとい

うシーズなんです。でも、まだ中途半端です。

だから、そういうものをがっちり組み立てて、

そうやったときに、基礎研究レベルはどうか、

応用研究レベルはどうか、そういうことを今聞

かれているわけです。今のでは納得できる説明

じゃなかったと思うんです。そういうのを課題

意識としてとらえて先駆けをしていく。体に入

るものをやるというからには、特に機能性成分

というのは、今のは分離されていたですけど、

青梅の青酸カリ系、これはジャガイモも持って

いますね。そういうものの先駆けをやるとした

ら、これは命にかかわることだから、かなりな

レベルを持たないと大丈夫かということが一つ

です。

もう一つには、言いましたけど、機能性のほ

とんどが逆効果なんです。免疫力と考えたらい

いですね。害のあるものだけど、人間ぐらいの

ずうたいの大きいのにはそれを抑えようとする

機能が働くから、機能性が上がりますよという
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ものがことごとくなんです。直接好影響じゃな

くて。そういうところを手がけていくのに大丈

夫かというのが一つあったと思うんです。だか

ら、さっき言うように、機能性成分の分析結果、

野尻の試験場、大学でのそういった分析、医療

面からあるいは保健面から、相当やらないと大

丈夫でしょうかという心配事だと思うんです

よ、今聞かれたのは。

○森工業支援課長 健康食品は今、非常にブー

ムになっております。健康食品にもいろいろご

ざいまして、特保であるとか、効能をうたって

いいものであるとか。新しい製品を開発する場

合、食の安心・安全に消費者も非常に敏感に

なっております。特にそういった部分について

は慎重の上にも慎重に、いろんな研究や試験を

やった上で商品化するというのが、これから非

常に大事になってくるのではないかと思ってお

ります。

今、ブルーベリー葉の機能性食品関係の研究

を進めております。こちらのほうも健康にいい

ものということをうたいたいということで、現

在は鹿児島大学のほうで、治験といいますか、

実際にそれを飲んでみて、毒性の影響がないか

どうか、そういったところまでやって製品化を

図ろうというふうにしているところでございま

す。

○宮原委員 ７ページの東アジア地域への輸出

の促進ということで、牛肉の規制が中国、台湾

にはあるということのようですが、先ほど説明

の中では、アンテナショップをつくりながら、

加工品であればオーケーだという話もあったよ

うなんですけど、そのとおりなんでしょうか。

○吉田商業支援課長 基本的には、加工品なら

ばということになっております。

○宮原委員 それは量的なものの規制はないと

いうことなんですか。幾らでも持ち込めるとい

うことですか。

○吉田商業支援課長 今のところ、量的には、

商談が調えば、向こうの需要があれば特に問題

ないということです。

○宮原委員 つい先日、野辺委員も一緒だった

んですが、中国の方と話をすることがありまし

て、南九州と貿易をという話もあるというよう

なことを前提にいろいろ話も聞かせていただい

たんですが、その中で言われたのが、上海の方

でしたが、中国では日本食ブームだと。中華料

理系統は余り体によくないので、日本食ブーム

があるということと、何と言っても日本の和牛

はいいですねという話なんですね。ただ、生が

持っていけないということであれば、２ページ

のいろいろ開発していただいているもの、６

ページの、新しい商品という形になりますが、

地鶏系統を使ってソーセージ、ハンバーグとい

うことになるようなんですけど、これだけ宮崎

の和牛というのはすばらしいものがあるという

ことで、生で持っていけないとすれば、ここに

牛肉を活用した加工的なものがあって、そして、

中国には13億人いて、２億人は富裕層で金は幾

らでもあるんですよという話なんですね。これ

だけ畜産の和牛というのがすばらしいものを

持っていて、加工まで農商工連携でうまく活用

できて、それを中国にもろに宮崎が持っていけ

るという状況であれば、わざわざ子牛を生産し

て、佐賀とか他県に委ねているわけですが、そ

ういったものも宮崎完結型で肥育まで持って

いって、加工までして中国に輸出する。アジア

戦略で、販路開拓という形で商業支援課の事業

がうたってありますから、そういうような取り

組みをどこかとされたらいいんじゃないかとい

うふうに思っているんですけど、何かあります
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か。

○吉田商業支援課長 申しわけございません。

肉は加工品はだめだということでございます。

加工品は、お菓子とかああいうもののことを考

えていましたけど、肉の加工品はだめというこ

とです。

○宮原委員 先ほど香港だけはオーケーという

ことでしたが、香港をターゲットに絞ったよう

な形でどんどんやっていくしかないのかなと思

います。加工品ならオーケーという話だったよ

うでしたから発言させていただきました。

○伊藤農政水産部長 今のに関連しまして。先

ほど申し上げましたように、香港は一応オー

ケーなんですが、牛肉はアメリカと香港が半々

ぐらいいっています。おとといですか、マカオ

から来られまして、ミヤチクの都農工場が対外

輸出の認定工場に申請中でありまして、許可が

出ればマカオにも出せるということで、今手続

を進めております。

○濵砂委員 他産業からの農業参入ですが、課

題と対処方針の中の①、本県農業の生産拡大、

農業者の所得向上につながる取り組みがあるこ

と、このとおりなんですけど、企業が進出して

くる。契約栽培をする。前にＪＴあたりがやっ

ていたような、例えばトマトをつくらせて、Ａ

品だけの契約をして、あとはとりませんよと。

トマトジュースにするのは二束三文です。そう

いったのがずっと続いているものですから。こ

ういうチェックは完全になされているんです

ね。採算ベースに合う、農家の所得は保障され

るという条件でのチェックという機能はあるん

ですか。

○伊藤農政水産部長 外山委員からもありまし

たように、行政がどこまで関与できるのかとい

う部分も非常に難しいところがあります。我々

が県外あたりから企業参入の相談を受けます。

相談を受けていろいろ話をする前提として、我

が県はこういうスタンスでいきますよ。これは

きちっと理解をしてくださいと。それを前提に

どういう支援ができるのか。例えば、地元の法

人あたりと新たな企業、農業生産法人をつくっ

て、そこで事業展開をやりましょうといった場

合、補助事業あたりでそれが支援できないか。

あるいは農地を必要とすれば、農地面で何らか

の手当てあたりについて行政的な支援ができな

いかといったところを含めてやるんですが、そ

の前提として、ここにありますように、この３

つの考え方はきちっと伝えて、その上で行政と

して支援するところは支援していくという話を

していまして、御質問ありましたように、所得

というか、当然そういう方向での取り組みに

持っていきたいというふうに思っていますけれ

ども、まだそこの段階までモデルとしてできて

いない部分もあります。ただ、我々としては最

大限そういう努力をしていくと。この３つの柱

でもって取り組むという方針で今後とも、単な

る、こんな言い方は悪いかもしれませんが、落

下傘と大分県は言われたことがあるんですが、

企業がぽっと来て、投資して、もうからなけりゃ

ぱっと撤退する。こういうところが出てきてい

るみたいなんです。そういうことがないように、

地元とちゃんとつながって、連携してやれるよ

うな取り組みを支援していく方向で、農家の所

得あたりにもつながるよう、最大限そういう方

向で臨みたいというふうに思います。

○濵砂委員 税金で支援するわけですね。支援

した税金が生かされずに、いわゆる農家は実験

台で終わってしまう。当初の取引はあったけれ

ども、この商品ではだめだということでまた商

品を変えてしまう。そういうようなものが発生
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すると、税金を使った上に農家をつぶすという

ことになります。西都に来ている焼酎会社です

が、契約農家にカライモをつくってもらってい

た。ところが半分以下に人員削減してしまう。

契約していた農家からも全体収量が買い入れら

れなくなった。そういう状況が出ているんです。

しかも誘致企業ですから、従業員の給与補てん

もしている。何億円というお金を出した上に、

地元で採用した人の半分ぐらいを解雇していま

す。そして、契約していた農家との契約も解除

される。そういうのを目の当たりにするもので

すから、非常に心配するところなんです。部長

はよく御承知のように、ＪＴとか、ロシアンピー

マンとか、単価は非常にいいんですが、一部し

か商品にならない。相対からすると利益収入に

ならないというのが現実的なものなんです。こ

このところは、先ほど坂口委員からも話があり

ましたけれども、特に気をつけていただいて、

税金を投入するものですから、それについては

農家保護も同時に考えていただきたい。よろし

くお願いいたします。

○満行委員長 よろしいですか。それではその

他で。

○権藤委員 環境森林部の方もいらっしゃって

申しわけないんですが、自動車関連の機構とい

うのが、南九州３県で、県が音頭を取る形とい

う表現がいいのかどうかわかりませんが、目を

見開いて仕事がとれるように頑張ろうと。そう

いう確認のもとに推進をされておると思うんで

すが、その活動の状況等は新聞で見る限りしか

わからんものですから、最近はどういうことを

やっておられるのか。

○森工業支援課長 自動車産業の振興の一環と

いうことで、特に南九州につきましては、御案

内のとおり、北部九州から非常に離れておると

いうことで、九州経済産業局のほうで昨年実態

調査をしましたところ、南九州のほうで自動車

産業を振興させるにはどういう方法がいいのか

ということがございまして、南九州３県で連携

して受注拡大に取り組んだらどうかという御提

案がございまして、来月ぐらいから、南九州３

県集まりまして、連携体を構築して受注拡大を

図っていこうということで、これから活動を始

めるという状況でございます。

○権藤委員 自動車関連の推進機構と言いなが

ら、メーカーによって、企業で、秘密というこ

とがあるのかどうか知らんけど、そういう特別

なノウハウとかあって、それをつくったらと

いって、じゃ、いいのかという問題もあろうか

と思うんです。しかし、本県においては、ホン

ダさんが佐土原に工場を持っておる。あるいは

トヨタさんが国富に工場を持っているというよ

うなことを考えると、ちょっと遅かったのかな

という感じはするけど、しかし、今後のことを

考えると、それに対応できる技術力を持った企

業も点在しているんじゃないかというふうに思

うわけです。

これはこれでいいんですが、次に、太陽電池

というので、国富では1,000億の投資があると

いうことになってくるわけですが、そうします

と、恐らく、企業群というんでしょうか、固ま

りとしてプロジェクトを推進していく特別な技

術を持った人たちが集まってやっていくと思う

んです。昭和シェルさん以外にも、本県におい

てはそういう可能性があるかもしれないという

こと等考えると、企業秘密の部分があるにして

も、行政として、宮崎で工業技術の研修を積む

ために必要だといったこと等で、早くこれに似

たようなものを県なり市なりが音頭を取りなが

ら立ち上げていくということが必要ではないか
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というふうに思います。

一方で、福岡では、九州大学とそれを取り巻

く企業群が、水素タウンということで、９月か

らは水素を供給するスタンドをつくっていっ

て、今のところは供給距離が短いからステー

ションをつくってつないでいこうとか、そうい

う中にホンダさんも入っておられるわけです。

そういったことを含めて、自動車はちょっと遅

かったという反省を踏まえて、逆にこういった

ものに対する構えを早目早目にしてはどうか

と、しなければいけないんじゃないかというふ

うに思うんです。

○渡邊商工観光労働部長 自動車産業について

は、今、工業支援課長がお話ししましたが、太

陽光につきましても、今度の昭和シェルソー

ラーをきっかけに、今、委員がおっしゃったよ

うな産業集積というのは我々大きく期待してい

る部分でございます。そういう産業集積をねら

いとした、一つの全県的ないろんな企業間の連

携組織といいますか、そういうものを我々もつ

くらにゃいかんということで、今いろいろ議論

しておりまして、そういう取り組みを早くやり

たいと思っています。

先端企業については、とにかく非常に動きが

激しいものですから、時機を失すると他県にお

くれをとるということもありますので、我々と

してもそういう心構えで今やっております。ま

た時期が来ましたら、いろいろと御説明したい

と思っています。

○権藤委員 当初の1,000億対応の技術グルー

プというのは、確かに即座に宮崎あたりで戦力

化できるかどうかというのはわからないと思う

んですが、メンテナンスとかに入ってくると、

そこの人が１人いて、２～３人現地で採用する

という問題に必ず定着化の過程ではなってくる

と思うんです。したがいまして、そういったこ

とを今後スピーディーに、注意深く対応してい

ただくことを要望しておきたいと思います。以

上です。

○満行委員長 以上で終わりたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、これで終わりにした

いと思います。執行部の皆さん、長い間御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時32分休憩

午後２時34分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

協議事項１の10月28日から30日にかけて実施

いたします県外調査についてでありますが、前

回の委員会で一任を受けましたので、概略を御

説明申し上げたいと思います。

まず、初日は、日本立地センター、群馬県若

者就職支援センターを挙げております。地方自

治体及び事業者からの総合的な国の企業立地支

援窓口であります財団法人日本立地センターで

は、企業立地の現状や今後の動向、他県の先進

的取り組み状況等について説明をいただきます

とともに、本県の企業立地の方向性についてア

ドバイスもいただきたいと思っております。

次に、群馬県若者就職支援センターでありま

す。８月の県内調査では、ヤングＪＯＢサポー

トみやざきを訪問したところですけれども、県

外調査におきましては、ヤングＪＯＢサポート

みやざきの取り組みと対比するという視点で、

群馬県の若者就職支援センター、若者のための

ＪＯＢカフェづくりの取り組みをお聞きしたい

と考えております。
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29日の調査先としましては、横浜市有機リサ

イクル協同組合を挙げております。ここでは、

エコフィードの循環システムが構築されており

まして、その取り組み、課題について話を伺う

予定にしております。また、その後、リサイク

ル加工センターを視察する予定にしています。

最終日30日は、ちょっと飛びまして岡山県に

なります。真庭市を調査先として挙げておりま

す。真庭市は、資源循環型社会形成に向けたバ

イオマス発電や木質バイオマス燃料の施設利

用、バイオエタノール製造等、国から認定を受

けたバイオマスタウンの中では、全国で最も先

進的な取り組みを行っていると伺っております

ので、施設を見学させていただきたい。その予

定にしております。

以上が日程でありますが、調査日が迫ってお

りますので、この行程表で進めさせていただき

たいと思っておりますが、御意見はありません

でしょうか。

○松田委員 １点質問させてもらっていいです

か。初日の視察先なんですが、東京と高崎とい

うことで、群馬県若者就職支援センターがあり

ます。高崎にほかに見るところがあるんであっ

たら、わざわざ東京から高崎に移動することは

有意義なんでしょうけれども、高崎以外でも、

ＪＯＢカフェ、こういったものは千葉にも東京

都内にもありますので、これだけのために群馬

まで行く必要があるんだろうか、肉体的あるい

は金銭的負担も大きくなるんじゃないだろうか

と思いまして、ちょっと聞いてみました。

○満行委員長 担当書記、説明をお願いします。

○池田書記 群馬の若者就職支援センターとい

うところは、全国的にも先進的な取り組みをさ

れているところでして、それこそ松田議員が

おっしゃっていました、若者のために若者が自

分たちでつくっているセンターなんです。ぜひ

そちらのセンターのほうを見ていただいて、実

際に就職に関する実績等も上がっているみたい

ですので、ぜひヤングＪＯＢサポートみやざき

と比べていただきたいなと思って挙げました。

○松田委員 私もこの高崎のセンターも存じて

おりますけれども、自主運営という部分にス

ポットを当てたわけですね。わかりました。納

得いたしました。

○満行委員長 そのほかございませんか。では、

この日程案で御協力いただけますでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 では、そのように決定いたしま

す。

なお、諸般の事情等によって若干の変更もあ

るかもしれません。あらかじめ御了承いただき

たいと思います。

なお、後ほど書記が調査の出欠につきまして

確認いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、次回の委員会での執行部への説明及び

資料要求等についてお伺いしたいと思います

が、何か御意見、御要望等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、特にないようですの

で、次回の委員会の内容につきましては、正副

委員長に御一任いただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

最後になりましたが、その他で何かございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 では、ありませんので、以上で

終わりたいと思います。

次の委員会は、閉会中の11月10日に予定をし

ておりましたが、御案内のとおり、８月に実施
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予定でした４つの常任委員会の県外視察が延期

となっております。11月10日から11月12日まで

の予定で延びた県外調査が実施されますので、

特別委員会が１日前倒しされて、11月10日の予

定を11月９日月曜日に開催したいということに

しておりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいと思います。

来年１月26日に予定していました特別委員会

ですが、複数の部局が都合がつかないというこ

とでしたので、１月28日木曜日に変更をさせて

いただきたい。これはいずれも幹事長会議に提

示があるということで、次回が11月10日から11

月９日に変更、来年１月26日が１月28日に変更

ということですので、よろしくお願いいたしま

す。

次回の委員会は、11月上旬、事務局案では11

月９日月曜日午前10時から予定をしていますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、本日の委員会を閉会いたします。

ありがとうございました。

午後２時40分閉会


